
 

 

 

 

事 業 の 名 称 令和７年度実施内容 

（実施予定含む） 

市民協働推進審議会 答申 答申を踏まえた市

としての検討結果 団 体 の 名 称 結 果 審議会意見（要点） 

ＮＯ．１ 【Ｒ５採択】 

市民提案型事業 

ユニバーサルデザイン普及・啓

発事業 

①『UD さがみはら』のの

発行と配布。 

②取材活動等を通じて

取材先の広報・宣伝に

寄与する。 

③UD 実現のための活動

の援助を行う。 

④UD 理解を図るととも

にその具体的端緒を提

案・援助する。 

継続する 

次年度継続する

ことが妥当な協

働事業と考えら

れる。 

・ユニバーサルデザインの理念を広め、市民の理解を深

める意義のある事業である。 

・取組の方向性が限定的で、関連部署との連携（教育分

野など）を図ることで発展が望ましい。 

・学校現場などを通じて「ユニバーサルデザイン」の本

質的理解を促進する必要がある。 

・事業成果を客観的に評価する仕組みを設け、効果を可

視化し、継続的な支援を得る体制構築が期待される。 

継続する 

審議会意見に基づ

いて検討を行い、

事業を継続すべき 
・NPO 法人ここずっと 

・地域包括ケア推進課 

ＮＯ．２ 【Ｒ６採択】 

市民提案型事業 

農園を活用した児童福祉支援

事業 

①４回のイベント開催

と、その後の農地の維

持管理 

②市民桜まつり等イベ

ントへの参加を通じ

て、自己資金の調達と

ともに協働事業イベ

ントのＰＲを実施 

③ＬＩＮＥ公式アカウ

ントや協働事業活動

を紹介するＨＰを通

じての周知活動 

④協力ボランティアス

タッフの拡充 

継続する 

次年度継続する

ことが妥当な協

働事業と考えら

れる。 

 

・不登校児童生徒の社会的参加を支援する意義が高く、

協働の趣旨に合致した事業である。 

・対象を過度に広げず、相談指導教室や教育相談課と連

携し、支援が必要な児童生徒に確実に届く形で取り組

むことが重要である。 

・学校や保護者との関係性、情報共有には教育委員会の

関与が不可欠で、調整を前提とした体制整備が求めら

れる。 

・子どもたちが成長や達成を実感できる仕組み（例：収

穫物の販売や地域交流）を作り、学びと社会参加が循

環する形を目指す。 

・広報・周知は量より質を重視して展開を進めることが期

待される。 

 

継続する 

審議会意見に基づ

いて検討を行い、

事業を継続すべき ・福祉支援活動 トモ_ダチ園 

・教育相談課 

相模原市協働事業提案制度事業（次年度継続事業分）検討結果 

 市民協働推進審議会 答申結果の表記について   

協働事業実施の方向性   
Ａ：次年度継続することが妥当な協働事業と考えられる。   
Ｂ：次年度継続することを見送ることが適当な協働事業であると考えられる。

   



 

 

事 業 の 名 称 令和７年度実施内容 

（実施予定含む） 

市民協働推進審議会 答申 答申を踏まえた市

としての検討結果 団 体 の 名 称 結 果 審議会意見（要点） 

ＮＯ．３ 【Ｒ６採択】 

市民提案型事業 

木炭蓄電池のソーラーシステ

ム製作を通じた「脱炭素」意識

を醸成する環境教育ワークシ

ョップ事業 

①親子向けの木炭蓄電

装置製作ワークショ

ップ開発と教材作成 

②木炭蓄電装置の製作

ワークショップを緑

区内で開催(5 回) 

③市に紹介してもらっ

た場所(主に南区、中

央区)でワークショッ

プを実施(10 回) 

④相模原市の様々なイ

ベントに出展 

継続する 

次年度継続する

ことが妥当な協

働事業と考えら

れる。 

 

・脱炭素社会実現に向けた意識啓発として公益性が高

く、教育的効果も期待される事業。 

・導入コストや技術的制約といった課題面も含めて伝え

ることが重要で、学習効果を高める視点が求められる。 

・木炭・蓄電池にとどまらず、再生可能エネルギーや地

域資源活用など多様な脱炭素取り組みを取り上げるこ

とで内容の深化を図るべき。 

・企業協賛や寄付、NPO 認証制度の活用を通じて民間と

の協働関係を広げ、事業の自立性と持続性を確保する

必要がある。 

・経済部門など親和性の高い部署との横断的連携を強化

し、市全体での取組として発展することが期待される。 

 

継続する 

審議会意見に基づ

いて検討を行い、事

業を継続すべき 
・ NPO 法人 Class for Everyone 

・ゼロカーボン推進課 


